
制度の所管･関係府省庁

国土交通省

求める措置の具体的内容

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助対象基準における「１日当たりの輸送量」の下限を、都道府

県の判断によって緩和できるようにすることを求める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

現行の「地域間幹線系統確保維持費国庫補助金」においては、補助対象基準で輸送量は15人以上と定めら

れているため、人口減少が著しい過疎地域等では、輸送量が15人に達せず、岡山県においても、補助対象

系統は、平成20年度の36系統から、平成25年度は22系統と大幅に減少し、また、平均乗車密度が5人未満

となり、補助金額が減額される場合も多くなっている。これらの地域間幹線系統は中山間地域等の住民に

とって、高校への通学、地域の基幹病院への通院、買い物等の生活の足として不可欠であり、維持していく

必要がある。

【制度の改正案】

こうした状況を踏まえ、都道府県が特別な支援が必要と考える条例等で指定する過疎地域等（例：岡山県中

山間地域の振興に関する基本条例における中山間地域）においては、都道府県の判断で、国の定める範囲

内（輸送量12～15人）で、補助対象基準を緩和できるようにすることを提案するものである。

【制度改革の効果】

バス路線だけではなく、他の交通手段や地理的な条件などを都道府県で勘案し、判断することにより実態に

即した支援が可能となる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通

提案事項
（事項名）

地方バス路線の運行費補助要件の緩和

提案団体 岡山県

管理番号 95

根拠法令等

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第６条1項1号別表４

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番：34
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制度の所管･関係府省庁

国土交通省

求める措置の具体的内容

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金について、地方の実情に合わせたバス補助制度となるよう要件の

緩和など制度を見直す。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】バス路線の維持・確保は社会政策としてとらえるべきだが、国の補助制度は全国一律

に一定の運行規模や経営効率化の指標を基準とするため、乗客数の減少、収支率の悪化が続く中山間地

のバス路線では指標が基準を下回り運行赤字の一部が補助対象外となっている。

特に中山間地における交通弱者にとってバスは基軸となる交通手段であることから、中山間地における補助

要件の緩和等、地方の実情に合わせてバス補助制度を見直すこと。

また見直しに際しては地方の意見を十分に反映させること。

【支障事例】広域行政圏中心市へ繋がり複数市町村をまたがって運行する生活の重要路線でありながら、人

口の少ない中山間地を含む系統では平均乗車密度が低いため補助要件を満たすことができす、バスの存続

が難しくなっている。(採択条件である平均乗車率５人以上では、県内全２８路線中、運行赤字全額対象とな

るのが１路線のみとなる。）

【効果】要件緩和により、人口が少ない中山間地域を結ぶ系統においても補助要件を満たすこととなり、生活

の足を確保することが可能となる。（採択条件である平均乗車率を５人から３人に引き下げると、県内全２８

路線中、運行赤字全額対象となるのが１路線から１３路線に拡大される。）

【求める要件緩和の内容】補助対象路線の１日当たり輸送量：１５～１５０人について、中山間地域は「１５人

以上」の要件を９人（本県における平均的な平均乗車密度＝３人程度であるため、最低運行回数3回を乗算）

まで引き下げる。

補助対象経費の対象：平均乗車密度５人で運行赤字全額について、５人未満は人数按分して算出とされて

いるものを中山間地域は「５人」の要件を３人まで引き下げる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通

提案事項
（事項名）

地域公共交通確保維持改善事業に係る要件の緩和

提案団体 鳥取県、京都府、大阪府、徳島県

管理番号 172

根拠法令等

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表４及び別表５

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番：34
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制度の所管･関係府省庁

国土交通省

求める措置の具体的内容

地域公共交通確保維持改善事業費補助金制度について、現在、地域間幹線系統に接続している地域内

フィーダー系統であれば、仮に今後、地域間幹線系統が廃線となった場合であっても、従前の補助対象人口

を国庫補助上限額の算定に使えるよう制度を見直していただきたい。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

　地域公共交通確保維持改善事業費補助金の現行制度では、複数の自治体間を結ぶ地域間幹線系統に接

続する地域内フィーダー系統でなければ、市内全域を交通不便地域とし、市内全人口を補助対象数とするこ

とができないこととされている【地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以下要綱という。）、別

表６、ロ、①・②】が、仮に民間バス路線等の廃止等により地域間幹線系統が無くなった場合、補助額算定の

基礎となる補助対象人口が大幅に減少し、現状でも苦しい地域内フィーダー系統の維持がさらに困難にな

る。

　地域間幹線系統が廃線となった場合であっても、交通空白地域等における公共交通の確保維持のため、

地域内フィーダー系統については維持していかなければならない。この場合において、交通不便地域だけを

対象人口として算定するのは不合理ではないかと考えるため、地域間幹線系統が廃線となった場合につい

ても、他の地域間交通ネットワーク（鉄軌道路線等）に接続する地域内フィーダー系統については、従前の補

助対象人口を国庫補助上限額の算定【要綱別表７、５】に使えるよう見直していただきたい。

（補助額算定の基礎となる対象人口の考え方は別添参照）

現状、山武市地域公共交通活性化協議会で実施している公共交通は、幸いにも地域間幹線系統に接続す

る地域内フィーダー系統であるため、対象人口は市内全域56,089人（平成22年実施の国勢調査時人口）であ

るが、今後もし地域間幹線系統が市内に無くなった場合、運輸局長指定交通不便地域のみが対象人口とな

る。この場合の想定される対象人口は14,190人である。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通

提案事項
（事項名）

地域公共交通確保維持改善事業費補助制度の改善

提案団体 山武市

管理番号 336

根拠法令等

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表６、ロ

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番：34
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事 務 連 絡 

平成２６年３月１３日 

 

 

国土交通省総合政策局 

公共交通政策部交通支援課長 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 別表７の５．に定める 

「補助対象系統が存する市区町村毎の国庫補助上限額」について 

 

 

標記について、平成２７年度補助金交付分における当該市区町村の人口等を基準と

して国土交通大臣が算定する額は、次により算定する額とし、これを「補助対象系統

が存する各市区町村毎の国庫補助上限額」とすることとしたので通知する。 

 

 

 

（算定式：平成２７年度補助金交付分） 

対象人口 × ２４０．４０円 ＋ ４００万円 

※千円未満切り捨て 

 

 

 

（備考）対象人口の考え方 

①  人口集中地区以外の人口と交通不便地域の人口（※）を比較し、多い人口

を対象人口とする。 

 

② 政令市、中核市の場合は、交通不便地域の人口（※）を対象人口とする。 

 

※ 交通不便地域の人口とは、次に掲げる地域の人口の合計（重複する場合

を除く。）とする。 

(1) 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12年法律第 15号）第２条第１項及

び第３２条の適用される要件に該当する過疎地域（同法第３３条第１項

に基づく「過疎地域とみなされる市町村」及び同法第３３条第２項に基

づく「過疎地域とみなされる区域」を含む。） 

(2) 離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第２条第１項の規定に基づき指定

された同項の離島振興対策実施地域 
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(3) 半島振興法（昭和 60年法律第 63号）第２条第１項の規定に基づき指定

された半島振興対策実施地域 

(4) 山村振興法（昭和 40年法律第 64号）第７条第１項の規定に基づき指定

された振興山村 

(5) 交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域（交付要綱別表６ ﾛ 

②（2）関係。以下「運輸局長指定交通不便地域」という。） 

 

③ 運輸局長指定交通不便地域の地域内フィーダー系統のみを申請する場合

は、運輸局長指定交通不便地域の人口のみを対象人口とする。 
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